
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修内容 そう感じる 
どちらかとい
えば感じる 

どちらかと言え
ば感じない 

そう感じない 

1 高齢者虐待防止法について理解を深めることが出来た 
46 19 2 0 
【68.7%】 【28.4%】 【3.0%】 【0.0%】 

2 虐待対応ソーシャルワークモデルへの理解を深めることができた 
36 29 2 0 

【53.7%】 【43.3%】 【3.0%】 【0.0%】 

3 市町村の権限と役割の重要性について理解を深めることができた 
41 25 1 0 

【61.2%】 【37.3%】 【1.5%】 【0.0%】 

4 初動期の流れについて理解をすることができた 
47 19 1 0 
【70.1%】 【28.4%】 【1.5%】 【0.0%】 

5 
初動期における留意点（情報収集の仕方、職場内での合意、行政、包括間での
情報の共有等）を理解することができた 

45 20 2 0 
【67.2%】 【29.9%】 【3.0%】 【0.0%】 

6 支援計画作成の流れを理解することができた 
34 30 3 0 
【50.7%】 【44.8%】 【4.5%】 【0.0%】 

7 
支援計画作成における留意点（アセスメントの重要性、虐待発生要因等）を理解
することができた 

32 31 4 0 

【47.8%】 【46.3%】 【6.0%】 【0.0%】 

8 評価と終結のタイミング及び留意点について理解することができた 
25 39 2 1 
【37.3%】 【58.2%】 【3.0%】 【1.5%】 

9 
地域の中で、高齢者虐待対応を円滑に進める上での基盤整備（行政と包括の役
割分担・支援の流れ・マニュアル作り等）を行うことの重要性について理解できた 

38 28 1 0 

【56.7%】 【41.8%】 【1.5%】 【0.0%】 

10 
虐待対応の各プロセスにおいて、根拠を明確にした判断を行える人材養成の必
要性について理解を深めることができた。 

42 25 0 0 
【62.7%】 【37.3%】 【0.0%】 【0.0%】 
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  ＝高齢者虐待対応現任者標準研修＝ 
   8月27・28日・９月10日実施報告 

 

猛暑のさなか、３日間の「第２回高齢者虐待対応現任者標準研修」は無事終了しました。 

虐待対応における「地域包括支援センター」の役割として ①相談を受け、②課題を明確にし、③計画的な支援を実施

しながら、④モニタリング・評価を行い、⑤終結する、というプロセスが必要とされています。これまで、「虐待対応」

は地域包括支援センターが中心的役割であるとされ、各市町村の法的責任に基づくマニュアルによって実践されて来ま

したが、実際にはそのプロセスの中でどのようなタイミングで、何を根拠にして動いてよいのか、確信が持てないまま

実践してきた包括支援センターも多かったと思います。 

今回の研修では、「日本社会福祉士会で開発された帳票等」を使って、 

そのプロセスを確認すると共に、根拠を明確にしながら判断して行く 

方法を「講義と演習」を通して学びました。70名の参加者全員が、 

虐待対応の最前線で働く行政関係者と地域包括職員であったため、レ 

ベルの高い演習が行なわれ、実践さながらの討議がなされたグループ 

もありました。 

今回の研修で、市町村との連携・協働のタイミングやチームアプローチ 

（役割分）等、高齢者虐待の予防や解消のための必要な支援が積極的に 

行われる契機となれば、と委員会では期待しています。 
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参加された受講生のアンケートより 

■ 帳票を活用することで、虐待支援において根拠を立てて判断、進めていくことの重要性が理解できた。 

■ 社会福祉士会の帳票を使うことにより、地域包括が同じレベルで対応ができると思います。全員が使うようにしたいと思います。 

■ 虐待対応支援の上できちんとおさえていく必要がある項目について学習することができました。今後の自身の業務において、明

確な根拠をもって臨んでゆきたいと思います。 

■ 帳票を活用することで初動期から終結までの流れ、各段階での判断材料やポイントを学ぶことができた。 

■ 当市は委託なのでこの帳票がメインではなく、周知されていません。3日間ともわかりやすく、虐待対応の流れについて勉強に

なりました。市でも報告書等の帳票を改善する、または併用するように全市で統一できるようになればいいと思います。 

■ 虐待対応の現場で行政関係者の理解がまだまだだと感じることが多い。包括だけでなく今回の研修の内容を行政関係者に理解し

てもらい、一緒にやっていくことが必要だと感じた。 

■ 今回の研修は包括の社会福祉士にとって、必須の研修だと思います。 

■ 演習を通じて、少しだけ理解できたが、実際に使用する難しさも同時に感じる。 

 

 

 

参加者 70 名（回答者 67 人）  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 活動内容 

 

７．１５ 

【スーパーバイザー派遣】 

加西市  
 

７．２８ 

 

８．２３ 

９．１３ 

【講師派遣】 

尼崎市主催 

地域包括支援センター・行政担当課研修 

姫路市主催高齢者虐待研修 

三田市地域包括支援センター研修 

8.27.28 

9.10 

高齢者虐待対応現任者標準研修 

 

毎月 

第3火曜 

【相談員派遣】 

弁護士会主催「高齢者障害者権利

擁護なんでも 110 番電話相談会」 

委員会内研修 

8.22 アドバイザー研修の報告会 

派遣後の振り返り(チーム内) 

  

【市町へのチームメンバー派遣】 

<市町が行なうコア会議等にチームメンバーがスーパーバイザーとして助言を行う> 

高齢者虐待対応委員会 委員長 黒瀬吉史 

 

今年度の専門職チームとしての市町派遣は、現在、東・北播磨圏域

のＡ市と阪神Ｂ市（当市は専門職チームとの契約に基づいての派遣）

である。うち、Ａ市に対しては４月、７月の２回の派遣を行い、現在

も事案は動いている。 

Ａ市の事案は、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所と実態を把握

し、地域包括支援センターにつなげ、センターが市に体制作りを求め

た。方向性は固まったが、市が分離をするにあたっての最終的な決断

が出来ず、派遣要請に至った事案である。決してレアな事案ではなく、

むしろ一般的な事案である。当市の「隣の人のことはよく知っている」

地域性も反映され、「何とか、丸く収まらないか」といった発言がコ

ア会議の中でも行政からは繰り返された。４月の段階で答えも方法も

決まり、それで行動することも確認したが、結局は７月の段階でも行

政は分離を行わず、現場もセンターもパワーレスに陥った。行政も、

最終決定者（課の責任者）が首を縦に振らねば事態は変わらない。 

本事案は、法的根拠、ネットワーク等の段取りが出来ても、それを

使うことをしないと事態は変わらないことが顕著に出ている事案で

ある。９月に入って、ようやく分離に至ったが、問題はここから新た

に始まる。専門職チームとして、事態が動いた後、どういった支援体

制を取っていくのか、その市町に合った体制作りが必要であることを

再認識している。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

研修報告【講師派遣】 

姫路市高齢者虐待防止研修 

－みんなの力で高齢者虐待を防ぎましょう－ 

平成 22年８月２３日姫路市キャスパホール 
 

姫路市においては、本年の４月に高齢者虐待対応マニュアルの作成

が完了し、具体的にそのマニュアルに基づいた動きが開始された。市

として初めて、「高齢者虐待」について取りあげた研修の実施で、民

生委員児童委員をはじめ、地域包括支援センター職員、介護保険関係

の事業者職員等２00名以上が受講した。 

チーム弁護士より高齢者虐待防止法について解説があり、社会福祉

士よりは発見、介入、予防の視点についての講義が行なわれた。参加

者からは、最近マスコミ報道などに取りあげられた事例から、早期発

見の重要性、また発見後の適切、早急な対応の必要性について意見が

あり、それぞれの立場においての課題を感じていただけた研修となっ

たようだ。 

 
 
 
『詩集  満月の夜、母を施設に置いて』     

藤川幸之助 著 
中央法規出版 (2008/06)  

 18.2 x 18 cm ・1,500 円 

 

ある日本屋に立ち寄ったとき、吸い寄せら

れるように手に取った本でした。  
 

「そんなときがあった」   

母よ/私はあなたを殺してしまおうかと/思っ

たときがあった/あなたの子どもの私が/あな

たの親になったとき/よだれが垂れるあなた/

何やってんだと苛つく私  ・・・・略 

作者で詩人の藤川幸之助氏は、認知症の母

の意味を持たない言葉が石ころのように

ころがり、その石ころを蹴っ飛ばしたり、

抱きしめたりしながら暮らしていること

をそのまま作品にしています。認知症はど

うしてこんなに腹立たしく愛おしいのか

との作者の問いかけに、是非心で触れてい

ただきたい本です。 

 

科目①高齢者虐待防止法と市町村の責務 
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